
　　モデルケース１（イ）の都道府県・市区町村に対する寄附金の控除額の計算方法
　　＊寄附金　４万円
　　＊給与収入700万円で夫婦子2人（うち1人特定扶養）＊所得税の限界税率１０％　
　　＊市・県民税の所得割額293,500円（所得割の１割　29,350円）のケース

寄附金　４万円
適用下限額
５，０００円 寄附金控除対象　３万５千円

所得税の所得控除 市・県民税税額控除３万1,500円
による税額軽減
35,000円×10％ （１）市・県民税の基本控除額
＝３，５００円 35,000円×10％＝３，５００円

（２）市・県民税の特別控除額
90％－10％（所得税の限界税率）＝80％
35,000円×80％＝２８，０００円

　　モデルケース２（イ）の都道府県・市区町村に対する寄附金の控除額の計算方法
　　＊寄附金　５万円
　　＊給与収入700万円で夫婦子2人（うち1人特定扶養）＊所得税の限界税率１０％　
　　＊市・県民税の所得割額300,000円（所得割の１割　30,000円）のケース

寄附金　５万円
適用下限額
５，０００円 寄附金控除対象　４万５千円

所得税の所得控除 市・県民税税額控除3万4,500円
による税額軽減
45,000円×10％ （１）市・県民税の基本控除額 　　（税額軽減対象外）
＝４，５００円 45,000円×10％＝４，５００円 ６，０００円

（２）市・県民税の特別控除額
90％－10％（所得税の限界税率）＝80％
45,000円×80％＝36,000円⇒３０，０００円

所得割の１割を限度
　　モデルケース３　（ア）＋（イ）に対する寄附金の控除額の計算方法
　　＊寄附金　（ア）５万５千円＋（イ）５０万円＝５５万５千円
　　＊給与収入700万円で夫婦子2人（うち1人特定扶養）＊所得税の限界税率１０％　
　　＊市・県民税の所得割額300,000円（所得割の１割　30,000円）のケース

寄附金　（ア）５万５千円＋（イ）５０万円＝５５万５千円
適用下限額
５，０００円 寄附金控除対象　５５万円

所得税の所得控除 市・県民税税額控除８万５千円
による税額軽減
550,000円×10％ （１）市・県民税の基本控除額 （税額軽減対象外）
＝５５，０００円 550,000円×10％＝５５，０００円  ４１０，０００円

（２）市・県民税の特別控除額
90％－10％（所得税の限界税率）＝80％
495,000円×80％＝396,000円⇒３０，０００円

所得割の１割を限度


